
   久喜市特別保育事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

第１条 久喜市特別保育事業費補助金交付要綱（平成２２年久喜市告示第５５

号）の一部を次のように改正する。 

別表４の項及び５の項を次のように改める。 

４ 延長保

育事業費

補助金 

延長保育事業の実施

について（令和６年４

月１日付けこ成保第２

２５号こども家庭庁成

育局長通知）に定める

延長保育事業（訪問型

を除く。）の実施に要

する経費 

延長時間により区分される次に定め

る額 

（１） 保育短時間認定（在籍児童１

人当たり年額） 

ア 民間保育所及び認定こども園 

 延長時間区分   

１時間 ２１，２００円 

２時間 ４２，４００円 

３時間 ６３，６００円 

イ 小規模保育事業（Ａ型） 

 延長時間区分   

１時間 １４，０００円 

２時間 ２８，０００円 

３時間 ４２，０００円 

（２） 保育標準時間認定（１事業当

たり年額） 

ア 民間保育所及び認定こども園 

 延長時間区分   

３０分 ６００，０００円 

１時間 １，７６０，００

０円 



２～３時間 ２，７６１，００ 

０円  

イ 小規模保育事業（Ａ型） 

  延長時間区分   

自

園

調

理

等 

３０分 ６００，０００円 

１時間 １，４２２，００

０円 

２～３時間 １，７６０，００

０円 

そ

の

他 

３０分 ６００，０００円 

１時間 １，３７５，００

０円 

２～３時間 １，６０５，００

０円 

※  「自園調理等」は、食事につい

て、事業所内で調理する方法によ

り提供する事業所及び連携施設又

は給食搬入施設から食事を調理・

搬入して提供する事業所に適用 

（３） 地域子ども・子育て支援事 

業における事業継続支援事業 １

事業所当たり ２５，０００円 

 ※ 安定的な事業運営を継続して提

供できるような物品の購入等に係

る経費に限る。 



５ 一時預

かり事業

費補助金 

一時預かり事業の実

施について（令和６年

３月３０日付けこ成保

第１９１号こども家庭

庁成育局長通知）に定

める一時預かり事業

（一般型、幼稚園型Ⅰ

及び余裕活用型に限

る。）の実施に要する

経費 

実施方法により区分される次に定め

る額 

（１） 一般型 

ア 一般型対象児童（イ～エを除

く。）（１か所当たり年額） 

（ア） 基本分 

① 保育従事者が全て保育

士又は１日当たり平均利

用児童数おおむね３人以

下の施設において保育士

とみなされた家庭的保育

者と同等の研修を修了し

た者の場合 

 年間延べ利用児童

数 

基準額  

５０人未満 １，４７３，００

０円 

５０人以上１００

人未満 

１，９７３，００

０円 

１００人以上２０

０人未満 

２，４４４，００

０円 

２００人以上３０

０人未満 

２，９４５，００

０円 

３００人以上９０

０人未満 

３，２４０，００

０円 



９００人以上１，

５００人未満 

３，４７０，００

０円 

１，５００人以上

２，１００人未満 

５，０１２，００

０円 

２，１００人以上

２，７００人未満 

６，５５４，００

０円 

２，７００人以上

３，３００人未満 

８，０９６，００

０円 

３，３００人以上

３，９００人未満 

９，６３８，００

０円 

３，９００人以上

４，５００人未満 

１１，１８０，０

００円 

② ①以外（地域密着Ⅱ型

を含む。）の場合 

 年間延べ利用児童

数 

基準額  

５０人未満 １，４７３，００

０円 

５０人以上１００

人未満 

１，９７３，００

０円 

１００人以上２０

０人未満 

２，４４４，００

０円 

２００人以上３０

０人未満 

２，９４５，００

０円 

３００人以上９０３，１１４，００



０人未満 ０円 

９００人以上１，

５００人未満 

３，３３５，００

０円 

１，５００人以上

２，１００人未満 

４，８１７，００

０円 

２，１００人以上

２，７００人未満 

６，２９９，００

０円 

２，７００人以上

３，３００人未満 

７，７８１，００

０円 

３，３００人以上

３，９００人未満 

９，２６３，００

０円 

３，９００人以上

４，５００人未満 

１０，７４５，０

００円 

（イ） 基幹型施設加算 １，３

３０，０００円 

（ウ） 運営費の事務経費加算    

２，６７０，０００円 

イ 特別利用保育等対象児童（児童

１人当たり日額） 

（子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２８条第１

項第２号に規定する特別利用保育

の提供を受ける児童及び第３０条

第１項第２号に規定する特別利用

地域型保育の提供を受ける児童） 



（ア） 平日分 ４４０円 

（イ） 長期休業日（８時間未

満） ４４０円 

（ウ） 長期休業日（８時間以

上） ８８０円 

（エ） 休日分（土曜日、日曜日

及び国民の休日等の利用） 

８００円 

（オ） 長時間加算 

（（ア）（イ）については、

４時間（又は特別利用保育等

として提供される時間との合

計が８時間）、（ウ）（エ）

については８時間を超えた利

用） 

・超えた利用時間が２時間未満 

１００円 

・超えた利用時間が２時間以上

３時間未満 ２００円 

・超えた利用時間が３時間以上 

３００円 

ウ 緊急一時預かり対象児童（児童

１人当たり日額） ４，４００円 

エ 特別支援児童（障害児・多胎

児）加算（児童１人当たり日額） 

３，９００円 



オ 利用者負担軽減（児童１人当た

り日額） 

・生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による被保護者世帯 

３，０００円 

・市町村民税非課税世帯 ２，４

００円 

・市町村民税所得割合算額が７

７，１０１円未満世帯 ２，１

００円 

・その他要支援児童のいる世帯 

１，５００円 

※ オは緊急一時預かりを除く。 

（２） 幼稚園型Ⅰ 

ア 在籍園児分（ウを除く。）

（児童１人当たり日額） 

（ア） 基本分（平日の教育時

間前後や長期休業日の利

用） 

Ⅰ 年間延べ利用児童数

２，０００人超の施設 

① 平日 ４４０円 

② 長期休業日（８時間

未満） ４４０円 

③ 長期休業日（８時間

以上） ８８０円 



Ⅱ 年間延べ利用児童数

２，０００人以下の施設 

① 平日 （１，６０

０，０００円÷年間延

べ利用児童数）－４０

０円（１０円未満切捨

て） 

② 長期休業日（８時間

未満） ４００円 

③ 長期休業日（８時間

以上） ８００円 

（イ） 休日分（土曜日、日曜

日及び国民の休日等の利

用） ８００円 

（ウ） 長時間加算 

Ⅰ （ア）Ⅰ①及び（ア）

Ⅱ①については４時間

（又は教育時間との合計

が８時間）、（ア）Ⅰ

③、（ア）Ⅱ③及び

（イ）については８時間

を超えた利用の場合 

・超えた利用時間が２時

間未満 １５０円 

・超えた利用時間が２時

間以上３時間未満 ３



００円 

・超えた利用時間が３時

間以上 ４５０円 

Ⅱ （ア）Ⅰ②及び（ア）

Ⅱ②については４時間を

超えた利用の場合 

・超えた利用時間が２時

間未満 １００円 

・超えた利用時間が２時

間以上３時間未満 ２

００円 

・超えた利用時間が３時

間以上 ３００円 

（エ） 保育体制充実加算 

Ⅰ 次の①又は②の要件を

満たした上で、③及び④

の要件を満たす施設 １

か所当たり年額 ２，８

９２，４００円 

Ⅱ 次の①又は②の要件を

満たした上で、③及び⑤

の要件を満たす施設 １

か所当たり年額 １，４

４６，２００円 

① 平日及び長期休業中

の双方において、原則



１１時間以上（平日に

ついては教育時間を含

む。）の預かりを実施

していること。 

② 平日及び長期休業中

の双方において、原則

９時間以上（平日につ

いては教育時間を含

む。）の預かりを実施

するとともに、休日に

おいて４０日以上の預

かりを実施しているこ

と。 

③ 年間延べ利用児童数

が２，０００人超の施

設であること。 

④ 児童福祉法施行規則

（昭和２３年厚生省令

第１１号）第３６条の

３５第１項第２号ロ

（附則第５６条第１項

の規定により読み替え

て適用）及びハに基づ

き配置する者（以下

「教育・保育従事者」

という。）を全て保育



士又は幼稚園教諭普通

免許状保有者とするこ

と。また、当該教育・

保育従事者の数は２名

を下ることがないこ

と。 

⑤ 教育・保育従事者の

おおむね２分の１以上

を保育士又は幼稚園教

諭普通免許状保有者と

すること。また、当該

教育・保育従事者の数

は２名を下ることがな

いこと。 

（オ） 就労支援型施設加算

（事務経費）１か所当たり

年額 １，３８３，２００

円 

※１ ※２③の配置月数

（１月に満たない端数が

生じたときは、これを１

月とする。）が６月に満

たない場合には、１か所

当たり年額を６９１，６

００円とする。 

※２ 次の要件を満たす施



設に適用する。 

① 平日及び長期休業中

の双方において、８時

間以上（平日について

は教育時間を含む。）

の預かりを実施してい

ること。 

② 次のいずれかの要件

を満たしていること。 

ａ 特定教育・保育施

設及び特定地域型保

育事業並びに特定子

ども・子育て支援施

設等の運営に関する

基準（平成２６年内

閣府令第３９号）第

４２条第１項に規定

する連携施設となっ

ていること。 

ｂ ３以上の市町村か

ら園児を受け入れて

いること。 

ｃ 一時預かり事業

（幼稚園型Ⅱ）を実

施していること。 

③ 本事業の事務を担当



する職員を追加で配置

すること。 

イ 在籍園児以外の児童分（ウを

除く。）（児童１人当たり日

額） 

（ア） 基本分 ８００円 

（イ） 長時間加算（８時間を

超えた利用） 

・超えた利用時間が２時間

未満 １５０円 

・超えた利用時間が２時間

以上３時間未満 ３００

円 

・超えた利用時間が３時間

以上 ４５０円 

ウ 特別な支援を要する児童分

（児童１人当たり日額） 

① 平日 ４，０００円 

② 長期休業日 ８，０００円 

③ 休業日（土曜日、日曜日及

び国民の休日等の利用） 

８，０００円 

※ 以下のいずれかの児童で

市が認めるものに適用す

る。 

（ア） 教育時間内におい



て特別な支援を要する

として、既に多様な事

業者の参入促進・能力

活用事業（認定こども

園特別支援教育・保育

経費）や都道府県等に

よる補助事業等の対象

となっている児童 

（イ） 特別児童扶養手当

証書を所持する児童、

身体障害者手帳、療育

手帳又は精神障害者保

健福祉手帳を所持する

児童、医師、巡回支援

専門員等障害に関する

専門的知見を有する者

による意見等により障

害を有すると認められ

る児童その他の健康

面・発達面において特

別な支援を要すると市

が認める児童 

※ 幼稚園型Ⅰに係る

公費支援の総額（１

施設当たり年額）

は、１０，２２３，



０００円を上限額と

する。ただし、待機

児童又は特別な支援

を要する児童の受け

入れ促進に資する措

置（ア（ア）Ⅰ③、

ア（ア）Ⅱ③、ア

（ウ）、ア（エ）、

ア（オ）、イ（イ）

又はウに係る基準

額）を適用したこと

により、１０，２２

３，０００円を超え

た場合は、この限り

でない。 

（３） 余裕活用型（児童１人当たり

日額） 

ア 基本分 ２，６００円 

イ 特別支援児童（障害児・多胎

児）加算（児童１人当たり日

額） ３，９００円 

ウ 利用者負担軽減（児童１人当

たり日額） 

・生活保護法による被保護者世

帯 ３，０００円 

・市町村民税非課税世帯 ２，



４００円 

・市町村民税所得割合算額が７

７，１０１円未満世帯 ２，

１００円 

・その他要支援児童のいる世帯 

１，５００円 

（４） 地域子ども・子育て支援事業

における事業継続支援事業 １事

業所当たり ２５，０００円 

※ 安定的な事業運営を継続して提

供できるような物品の購入等に係

る経費に限る。 

第２条 久喜市特別保育事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

別表４の項及び５の項を次のように改める。 

４ 延長保

育事業費

補助金 

延長保育事業の実施

について（令和６年４

月１日付けこ成保第２

２５号こども家庭庁成

育局長通知）に定める

延長保育事業（訪問型

を除く。）の実施に要

する経費 

延長時間により区分される次に定める

額 

（１） 保育短時間認定（在籍児童１人

当たり年額） 

ア 民間保育所及び認定こども園 

 延長時間区分   

１時間 ２１，２００円 

２時間 ４２，４００円 

３時間 ６３，６００円 

イ 小規模保育事業（Ａ型） 

 延長時間区分   



１時間 １４，０００円 

 ２時間 ２８，０００円 

３時間 ４２，０００円 

（２） 保育標準時間認定（１事業当た

り年額） 

ア 民間保育所及び認定こども園 

 延長時間区分   

３０分 ６００，０００円 

１時間 １，７６０，００

０円 

２～３時間 ２，７６１，００

０円 

イ 小規模保育事業（Ａ型） 

  延長時間区分   

自

園

調

理

等 

３０分 ６００，０００円 

１時間 １，４２２，００

０円 

２～３時間 １，７６０，００

０円 

そ

の

他 

３０分 ６００，０００円 

１時間 １，３７５，００

０円 

２～３時間 １，６０５，００

０円 

※  「自園調理等」は、食事につい



て、事業所内で調理する方法によ

り提供する事業所及び連携施設又

は給食搬入施設から食事を調理・

搬入して提供する事業所に適用 

５ 一時預

かり事業

費補助金 

一時預かり事業の実

施について（令和６年

３月３０日付けこ成保

第１９１号こども家庭

庁成育局長通知）に定

める一時預かり事業

（一般型、幼稚園型Ⅰ

及び余裕活用型に限

る。）の実施に要する

経費 

実施方法により区分される次に定め 

る額 

（１） 一般型 

ア 一般型対象児童（イ～エを除

く。）（１か所当たり年額） 

（ア） 基本分 

① 保育従事者が全て保育 

士又は１日当たり平均利 

用児童数おおむね３人以  

下の施設において保育士 

とみなされた家庭的保育 

者と同等の研修を修了し 

た者の場合 

 年間延べ利用児童

数 

基準額  

５０人未満 １，４７３，００

０円 

５０人以上１００

人未満 

１，９７３，００

０円 

１００人以上２０

０人未満 

２，４４４，００

０円 



２００人以上３０

０人未満 

２，９４５，００

０円 

３００人以上９０

０人未満 

３，２４０，００

０円 

９００人以上１，

５００人未満 

３，４７０，００

０円 

１，５００人以上

２，１００人未満 

５，０１２，００

０円 

２，１００人以上

２，７００人未満 

６，５５４，００

０円 

２，７００人以上

３，３００人未満 

８，０９６，００

０円 

３，３００人以上

３，９００人未満 

９，６３８，００

０円 

３，９００人以上

４，５００人未満 

１１，１８０，０

００円 

② ①以外（地域密着Ⅱ型 

を含む。）の場合 

 年間延べ利用児童

数 

基準額  

５０人未満 １，４７３，００

０円 

５０人以上１００

人未満 

１，９７３，００

０円 

１００人以上２０２，４４４，００



０人未満 ０円 

２００人以上３０

０人未満 

２，９４５，００

０円 

３００人以上９０

０人未満 

３，１１４，００

０円 

９００人以上１，

５００人未満 

３，３３５，００

０円 

１，５００人以上

２，１００人未満 

４，８１７，００

０円 

２，１００人以上

２，７００人未満 

６，２９９，００

０円 

２，７００人以上

３，３００人未満 

７，７８１，００

０円 

３，３００人以上

３，９００人未満 

９，２６３，００

０円 

３，９００人以上

４，５００人未満 

１０，７４５，０

００円 

（イ） 基幹型施設加算 １，３ 

３０，０００円 

（ウ） 運営費の事務経費加算    

２，６７０，０００円 

イ 特別利用保育等対象児童（児童 

１人当たり日額） 

（子ども・子育て支援法（平成２ 

４年法律第６５号）第２８条第１ 



項第２号に規定する特別利用保育  

の提供を受ける児童及び第３０条 

第１項第２号に規定する特別利用 

地域型保育の提供を受ける児童） 

（ア） 平日分 ４４０円 

（イ） 長期休業日（８時間未 

満） ４４０円 

（ウ） 長期休業日（８時間以 

上） ８８０円 

（エ） 休日分（土曜日、日曜日 

及び国民の休日等の利用）  

８００円 

（オ） 長時間加算 

（（ア）（イ）については、 

４時間（又は特別利用保育等 

として提供される時間との合 

計が８時間）、（ウ）（エ） 

については８時間を超えた利

用） 

・超えた利用時間が２時間未満 

１００円 

・超えた利用時間が２時間以上 

３時間未満 ２００円 

・超えた利用時間が３時間以上 

３００円 

ウ 緊急一時預かり対象児童（児童 



１人当たり日額） ４，４００円 

エ 特別支援児童（障害児・多胎 

児）加算（児童１人当たり日額） 

３，９００円 

オ 利用者負担軽減（児童１人当た 

り日額） 

・生活保護法（昭和２５年法律第 

１４４号）による被保護者世帯 

３，０００円 

・市町村民税非課税世帯 ２，４ 

００円 

・市町村民税所得割合算額が７ 

７，１０１円未満世帯 ２，１ 

００円 

・その他要支援児童のいる世帯 

１，５００円 

※ オは緊急一時預かりを除く。 

（２） 幼稚園型Ⅰ 

ア 在籍園児分（ウを除く。） 

（児童１人当たり日額） 

（ア） 基本分（平日の教育時 

間前後や長期休業日の利 

用） 

Ⅰ 年間延べ利用児童数２，

０００人超の施設 

① 平日 ４４０円 



② 長期休業日（８時間 

未満） ４４０円 

③ 長期休業日（８時間 

以上） ８８０円 

Ⅱ 年間延べ利用児童数 

２，０００人以下の施設 

① 平日 （１，６０ 

０，０００円÷年間延 

べ利用児童数）－４０ 

０円（１０円未満切捨

て） 

② 長期休業日（８時間 

未満） ４００円 

③ 長期休業日（８時間 

以上） ８００円 

（イ） 休日分（土曜日、日曜 

日及び国民の休日等の利 

用） ８００円 

（ウ） 長時間加算 

Ⅰ （ア）Ⅰ①及び（ア） 

Ⅱ①については４時間 

（又は教育時間との合計 

が８時間）、（ア）Ⅰ 

③、（ア）Ⅱ③及び 

（イ）については８時間 

を超えた利用の場合 



・超えた利用時間が２時 

間未満 １５０円 

・超えた利用時間が２時 

間以上３時間未満 ３ 

００円 

・超えた利用時間が３時 

間以上 ４５０円 

Ⅱ （ア）Ⅰ②及び（ア） 

Ⅱ②については４時間を 

超えた利用の場合 

・超えた利用時間が２時 

間未満 １００円 

・超えた利用時間が２時 

間以上３時間未満 ２ 

００円 

・超えた利用時間が３時 

間以上 ３００円 

（エ） 保育体制充実加算 

Ⅰ 次の①又は②の要件を 

満たした上で、③及び④ 

の要件を満たす施設 １ 

か所当たり年額 ２，８ 

９２，４００円 

Ⅱ 次の①又は②の要件を 

満たした上で、③及び⑤ 

の要件を満たす施設 １ 



か所当たり年額 １，４ 

４６，２００円 

① 平日及び長期休業中 

の双方において、原則 

１１時間以上（平日に 

ついては教育時間を含

む。）の預かりを実施 

していること。 

② 平日及び長期休業中 

の双方において、原則 

９時間以上（平日につ 

いては教育時間を含 

む。）の預かりを実施 

するとともに、休日に 

おいて４０日以上の預 

かりを実施しているこ

と。 

③ 年間延べ利用児童数 

が２，０００人超の施 

設であること。 

④ 児童福祉法施行規則

（昭和２３年厚生省令 

第１１号）第３６条の 

３５第１項第２号ロ 

（附則第５６条第１項 

の規定により読み替え 



て適用）及びハに基づ 

き配置する者（以下 

「教育・保育従事者」 

という。）を全て保育 

士又は幼稚園教諭普通 

免許状保有者とするこ 

と。また、当該教育・ 

保育従事者の数は２名  

を下ることがないこ 

と。 

⑤ 教育・保育従事者の 

おおむね２分の１以上 

を保育士又は幼稚園教 

諭普通免許状保有者と 

すること。また、当該 

教育・保育従事者の数 

は２名を下ることがな 

いこと。 

（オ） 就労支援型施設加算 

（事務経費）１か所当たり 

年額 １，３８３，２００ 

円 

※１ ※２③の配置月数 

（１月に満たない端数が 

生じたときは、これを１ 

月とする。）が６月に満 



たない場合には、１か所 

当たり年額を６９１，６ 

００円とする。 

※２ 次の要件を満たす施 

設に適用する。 

① 平日及び長期休業中 

の双方において、８時 

間以上（平日について 

は教育時間を含む。） 

の預かりを実施してい 

ること。 

② 次のいずれかの要件 

を満たしていること。 

ａ 特定教育・保育施設

及び特定地域型保育 

事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設 

等の運営に関する基 

準（平成２６年内閣 

府令第３９号）第４ 

２条第１項に規定す 

る連携施設となって 

いること。 

ｂ ３以上の市町村から

園児を受け入れてい 

ること。 



ｃ 一時預かり事業（幼

稚園型Ⅱ）を実施し 

ていること。 

③ 本事業の事務を担当 

する職員を追加で配置 

すること。 

イ 在籍園児以外の児童分（ウを 

除く。）（児童１人当たり日 

額） 

（ア） 基本分 ８００円 

（イ） 長時間加算（８時間を 

超えた利用） 

・超えた利用時間が２時間 

未満 １５０円 

・超えた利用時間が２時間 

以上３時間未満 ３００ 

円 

・超えた利用時間が３時間 

以上 ４５０円 

ウ 特別な支援を要する児童分 

（児童１人当たり日額） 

① 平日 ４，０００円 

② 長期休業日 ８，０００円 

③ 休業日（土曜日、日曜日及 

び国民の休日等の利用）  

８，０００円 



※ 以下のいずれかの児童で 

市が認めるものに適用す 

る。 

（ア） 教育時間内におい 

て特別な支援を要する 

として、既に多様な事 

業者の参入促進・能力 

活用事業（認定こども 

園特別支援教育・保育 

経費）や都道府県等に  

よる補助事業等の対象 

となっている児童 

（イ） 特別児童扶養手当 

証書を所持する児童、 

身体障害者手帳、療育 

手帳又は精神障害者保 

健福祉手帳を所持する 

児童、医師、巡回支援 

専門員等障害に関する 

専門的知見を有する者 

による意見等により障 

害を有すると認められ 

る児童その他の健康 

面・発達面において特 

別な支援を要すると市 

が認める児童 



※ 幼稚園型Ⅰに係る 

公費支援の総額（１ 

施設当たり年額） 

は、１０，２２３， 

０００円を上限額と 

する。ただし、待機 

児童又は特別な支援 

を要する児童の受け 

入れ促進に資する措 

置（ア（ア）Ⅰ③、 

ア（ア）Ⅱ③、ア

（ウ）、ア（エ）、 

ア（オ）、イ（イ）又

はウに係る基準額）を

適用したことにより、

１０，２２３，０００

円を超えた場合は、こ

の限りでない。 

（３） 余裕活用型（児童１人当たり 

日額） 

ア 基本分 ２，６００円 

イ 特別支援児童（障害児・多胎

児）加算（児童１人当たり日 

額） ３，９００円 

ウ 利用者負担軽減（児童１人当 

たり日額） 



・生活保護法による被保護者世 

帯 ３，０００円 

・市町村民税非課税世帯 ２， 

４００円 

・市町村民税所得割合算額が７

７，１０１円未満世帯 ２， 

１００円 

・その他要支援児童のいる世帯 

１，５００円 

  様式第２号及び様式第４号中「印」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年４月１日

から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の久喜市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、

令和７年１０月１日から適用する。 

 


